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１

秋
田
県
告
示
第
三
百
五
号

　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
秋
田
県
海
洋
生
物

資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　

秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

一　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

　

１　

本
県
の
水
産
業
は
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て

は
生
産
量
及
び
生
産
金
額
と
も
次
第
に
増
加
傾
向
を
続
け
、
生
産
量
で

は
昭
和
五
十
年
に
三
万
四
千
ト
ン
、
生
産
額
で
は
昭
和
五
十
二
年
に
百

四
十
億
円
と
ピ
ー
ク
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
が
続

き
、
近
年
は
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然

と
し
て
低
迷
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
県
北
部
沿
岸
、
男
鹿
半
島
周
辺
及
び
県

南
部
沿
岸
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
水
産
業
が
中
核
産
業
と
な
っ
て

い
る
地
域
も
多
く
、
地
域
振
興
の
た
め
に
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、

か
つ
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

２　

本
県
沖
合
水
域
は
、
寒
暖
両
流
が
交
錯
し
多
種
類
の
魚
介
類
が
生
息

し
て
い
る
が
、
漁
業
生
産
構
造
に
お
い
て
沿
岸
漁
業
を
主
体
と
し
た
小

規
模
経
営
体
が
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
多
種
少
産
傾
向
を
示
し
て

お
り
、
複
数
の
漁
業
種
類
間
に
お
け
る
漁
場
及
び
資
源
利
用
面
で
の
競

合
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
問
題
点
も
多
い
。

　
　
　

一
方
、
海
洋
生
物
資
源
の
現
状
を
見
る
と
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お

い
て
は
そ
の
多
く
が
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
県
海

域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
も
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
　
　

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
、
県
民
、
国
民
の
ニ
ー

ズ
ヘ
の
的
確
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、
地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支

障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

３　

県
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進

等
種
々
の
保
存
及
び
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
ア
ワ
ビ
等
の
地
先
資
源
を
始
め
、
近
年
で
は
ハ
タ
ハ
タ
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
広
域
回
遊
資
源
も
含
め
た
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
及
び
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
さ
ら
に
海
洋

生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
基
本
計
画
に

よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
都
道
府
県
別
の
数
量
に
つ
い
て
適
切

な
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　

４　

漁
獲
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の

指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公
表
等
の
実
効
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
第
一

種
及
び
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努

め
る
こ
と
と
す
る
。

　

５　

漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適

切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊

状
況
、
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的

デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
当
該
デ
ー
タ
及
び
知
見
の
蓄

積
を
図
る
た
め
に
、
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
、
国
又
は
関

係
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
資
源
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
管

理
措
置
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　

６　

特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
資
源
管
理
を
推
進
す
る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

７　

海
洋
生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
協
定
制
度

の
活
用
等
に
よ
り
引
き
続
き
漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
資
源
管
理
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定

め
ら
れ
た
数
量
に
関
す
る
事
項

　

１　

平
成
二
十
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象
と

な
る
期
間
及
び
漁
獲
可
能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

⑴　

ま
あ
じ

　
　
　
　

平
成
二
十
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　
　

若
干

　
　

⑵　

ず
わ
い
が
に

　
　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
ま
で　
　

二
十
二
ト

ン

　

２　

平
成
二
十
一
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象

と
な
る
期
間
及
び
漁
獲
可
能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

⑴　

す
け
と
う
だ
ら

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で　
　
　

若
干

　
　

⑵　

ま
あ
じ

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　
　

若
干

　
　

⑶　

ず
わ
い
が
に

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
ま
で　

二
十
三
ト

ン

三　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

た
数
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　

１　

す
け
と
う
だ
ら

　
　
　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
に
つ
い
て
は
、
現

状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
可
隻
数
に
つ

い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ

い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲

実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

ま
あ
じ

　
　
　

小
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
行
使
統
数
を
維
持
す
る
よ
う
指
導

す
る
と
と
も
に
、
漁
獲
量
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

大
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
免
許
統
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従

来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

　

３　

ず
わ
い
が
に

　
　
　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
と
か
ご
漁
業
に
つ

い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許

可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁

獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
し
、
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

四　

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
う
ち
、
本
県

に
定
め
ら
れ
た
量
に
関
す
る
事
項

　
　

平
成
二
十
一
年
の
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能

量
の
う
ち
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係

る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
　
示
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発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

２

五　

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
採

捕
の
種
類
別
に
定
め
る
量
に
関
す
る
事
項

　
　

平
成
二
十
一
年
の
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
第
二
種
特
定
海

洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る

海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

六　

知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　

１　

ま
が
れ
い

　
　
　

日
本
海
北
部
の
ま
が
れ
い
の
資
源
回
復
を
図
る
た
め
に
、
国
が
作
成

し
た
「
日
本
海
北
部
マ
ガ
レ
イ
、
ハ
タ
ハ
タ
資
源
回
復
計
画
」
の
着
実

な
実
施
を
本
県
と
し
て
実
施
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
知
事
へ
の
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告

に
係
る
迅
速
な
報
告
の
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
及
び
か

れ
い
固
定
式
刺
し
網
漁
業
（
第
二
種
共
同
漁
業
権
水
域
を
除
く
）
に
つ

い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許

可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の

規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が

前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七　

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

　

１　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、

よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る
調
査
及
び

研
究
の
充
実
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

２　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
及
び

産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
種

特
定
海
洋

生
物
資
源

ま
が
れ
い

採
捕
の

種　

類

小
型
機
船

底
び
き
網

漁
業
（
う

ち
手
繰
第

一
種
漁

業
）

か
れ
い
固

定
式
刺
し

網
漁
業

海　

域

秋
田
県
地

先
水
面

秋
田
県
地

先
水
面

（
た
だ
し
、

第
二
種
共

同
漁
業
権

水
域
を
除

く
）

期　
　

間

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ま
で

平
成
二
十
一
年

二
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

ま
で

漁
獲
努
力

量（
隻
日
）

六
百
五
十

一三
千
九
十

九

第
二
種

特
定
海
洋

生
物
資
源

ま
が
れ
い

採
捕
の

種　

類

小
型
機
船

底
び
き
網

漁
業
（
う

ち
手
繰
第

一
種
漁

業
）

か
れ
い
固

定
式
刺
し

網
漁
業

海　

域

秋
田
県
地

先
水
面

秋
田
県
地

先
水
面

（
た
だ
し
、

第
二
種
共

同
漁
業
権

水
域
を
除

く
）

期　
　

間

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ま
で

平
成
二
十
一
年

二
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

ま
で

漁
獲
努
力

量（
隻
日
）

六
百
五
十

一三
千
九
十

九

第
二
種
共

同
漁
業
権

水
域
を
除

く
）

三
月
三
十
一
日

ま
で


